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報告の前提1:公正（実質的公平性）の実現は日本の公教育システムにおいて

も正面から取り組むべき課題(末冨2021・末冨2022参照)

→就学前～高等教育までの政策規範・資源の増大・資源配分ルールの再編が

必須かつ急務

第5回大学入試のあり方に関する検討会議・末冨提出資料

机上配布資料1：末冨芳,2021,「教育における公正はいかにして実現可能か？」『日本教育経営学会紀要』第63号
机上配布資料2：末冨芳,2022,「大学入試の迷走から何を学ぶか」『中央公論』2022年2月号



政策
(Policy)

エビデンス
(evidence)

実践
(practice)

調査・研究
(research)

公共の利益
(Public 

Interest)

規範
(Norm)

テストスコアだけでなくそれ以
外の適切な測定指標の設定
児童生徒単位での格差や改善度
の検証
社会集団間での格差や改善度の
検証

教員・研究者も参画したリサーチモデル開発
パネルデータにもとづく教育機会・教育達
成・ウェルビーイングの改善条件の検証
有効な施策の把握と検証

子ども・学習者のウェル
ビーイングの実現・改善

教育における
公正の実現

適切な資源配分
教授－学習活動の開発
教育経営・学校マネジメン
トモデルの開発
生活・教育・参画にわたる
多様なアクターの協働にも
とづく実践

エビデンスを活用し、コストベ
ネフィット、実現可能性を重視
した政策立案
教員や子ども・学習者の政策立
案参加による政策ニーズ把握



報告の前提2：教育データ利活用は公正な公教育システムのために不可欠で

あるが、その前提は個人の権利・尊厳、デジタルシティズンシップの実現で

ある

個人の権利・尊厳の実現
←国民・自治体・企業等でのルール共
有
（個人情報の保護や削除の権利

個人情報にアクセスした第三者の開示、不正利用
の場合の情報開示等）
※EU 一般データ保護規則（General Data Protection 
Regulation：GDPR）等の重要な参照事例

デジタル・シティズンシップの実現



公正で個人の尊厳を重んじる教育課程と教育機会保障

→コロナ禍の中で、特に急がれるのは不登校児童生徒へ

の対応である



不登校の児童生徒を取り巻く「壁」だらけの現状

1条校

1条校以外

次の進路・ステップへ

履修認定・卒業認定

不登校の児童生徒
→丁寧な実態把握も

支援ニーズ把握もない

履修主義（学級で学ぶ）の壁
一斉一律主義の壁

費用負担の壁
機会格差の壁

校長履修認定の壁

オンライン授業の壁

子ども若者の尊厳・人権やウェルビーイングの軽視（1条校だけでなく1条校以外も）
1条校でも圧倒的に不足する人的・財的条件（個別最適な学びへの壁）
非1条校も含めた「多様な学びの保障」の全体設計がなく家計補助制度もない



現状1：不登校児童生徒の

実態把握・支援ニーズ把握の不足

文部科学省の不登校児童生徒の当事者調査では
「どのようなことがあれば学校を休まなかった
と思うか」は問われているが「特になし」の回
答が小中学生とも5割超。

文部科学省・資料２ 【概要】不登校児童生徒の実態調査結果より
https://www.mext.go.jp/content/20211006-mxt_jidou02-
000018318-2.pdf

長期欠席・不登校の児童生徒の
「いま必要な支援ニーズ」の
把握・アセスメントがそもそも必
要な状況。



対応策1：

→ MEXCBT等を活用した不登校児童生徒の定期的な見守りシステム（状況把

握・ニーズ把握等）を教育委員会が実施し、対応できるような共通尺度を

文科省が主導しながらの開発等が急がれる。

→ あわせて、発達特性や学習者特性の簡易アセスメントを不登校児童生徒・

保護者が気軽に受けられ、自治体・医療機関の相談や診断につながるよう

なデジタル化・オンライン化されたシステムの開発も重要。



現状2：「多様な学びの保障」を支える

制度整備の不足
児童生徒の特性や居住地域等に応じ
―対面中心/オンライン中心か
―在籍校/在籍校以外の1条校/1条校以外/在宅
など、学習ニーズ・学習場所が多様化している

在籍校の校長による履修認定の基準は曖昧
（病気療養児には相対的に柔軟な運用）

「多様な学びの保障」に対応した
制度整備の不足

校長の履修認定基準の明確化・簡
略化(不登校児童生徒へのハラスメ
ントの防止も重要)



対応策2：

→ 前提として、不登校の児童生徒が学習・登校等の意欲を回復するための期間

は、学習より休養・ケアを重視し、親子を孤立させず見守る体制の整備が重

要。

→ 不登校児童生徒の「多様な学びの保障」（義務教育の教育課程の修得を多様

な手段で支援すること）

→ 家庭での在宅学習については、少数例かもしれないが虐待等のリスクもある

ことから、必要な場合には子どもを守るデータ連携、MEXCBT等を活用し

た見守りシステムとスクールカウンセラー等による定期面談等を組み合わせ

た支援アプローチを開発する必要性がある。専門職配置・担任外教諭の加配

体制も必須。



※参考リンク（スライドNo.4の表）

A.学校内フリースクール、広島県下の公立小中学校、横浜市立中学校を中心に展開

https://digital.asahi.com/articles/ASP803G05P8YUTIL00H.html

B.ハイブリッド授業、不登校児童生徒にも対応し出席認定しているのは福岡市・熊本市等

https://news.yahoo.co.jp/articles/44c4dabe65b2409b7284b4f2ae30c0c7ea475617

C.不登校特例校、岐阜市立草潤中学校

https://forbesjapan.com/articles/detail/40608

D.拠点校方式オンライン学習支援、熊本市

https://news.yahoo.co.jp/articles/fd0ac0c46f12f10d77a04881cf15ad233e0ab9c9

G.地域・教育魅力化プラットフォーム（地域未来留学365）

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/kyoiku_innovation/manabi_t

ankyuka_wg/pdf/001_s01_00.pdf



不登校の児童生徒に「多様な学びの保障」を

1条校

1条校以外

次の進路・ステップへ

履修認定・卒業認定

不登校の児童生徒
①,⑥実態・支援ニーズの丁寧な把
握、置き去りにしない見守り体制
⑦発達特性・学習者特性の相談支
援

④校長履修認定の基準
明確化・簡略化（スタ
ディログ活用）

子ども若者の尊厳・人権やウェルビーイングの重視
（⑩学校教員・評価基準への反映・支援、1条校だけでなく1条校以外も）
1条校でも圧倒的に不足する人的・財的条件の改善（⑫効果的アプローチを令和版教育特区で検証）
非1条校も含めた「多様な学びの保障」の全体設計（⑫効果的アプローチを令和版教育特区で検証）

②不登校特例校
必置化

③オンライン授業の
支援・質保証

⑤家計補助
（対象施設・サービス

の基準設定）

⑧在宅学習の児童生
徒の見守り・支援ア
プローチの開発

休養・回復期も重視
したアプローチを



「壁」をなくす、急ぎ必要な政策①～④
①不登校児童生徒の支援・学習ニーズ、保護者の支援ニーズの検証と把握

【新規】
②不登校特例校の必置・推奨のための政策・予算

【既存政策拡充】
③1条校でのオンライン授業の質保障策のための緊急支援・調査検証改善事業

【新規】
-不登校児童生徒が多い学校へのオンライン授業提供のためのICT支援員配置
【既存政策拡充、国公私立の全設置形態に】
-質の確保されたオンライン授業の調査検証と授業改善基準の明示【新規】

④不登校の児童生徒の学校外での学習に関する校長の履修認定基準の明確化
スタディログの活用による認定簡略化（校長による不登校児童生徒・保護者へのハ
ラスメント防止としても有効）【新規】



「壁」をなくす、急ぎ必要な政策⑤～⑧

⑤フリースクール、オルタナティブスクール等での学習経費の家計補助基準の明確
化と助成【新規】

⑥MEXCBT等を活用した不登校児童生徒を置き去りにしない見守り（状況把握・
ニーズ把握等）システムの開発【新規】

⑦発達特性や学習者特性診断を不登校児童生徒・保護者が気軽に受けられ、自治
体・医療機関の相談や診断につながるようなデジタル化・オンライン化されたコ
ンテンツ開発【新規】

⑧家庭在宅学習する児童生徒の見守り・支援アプローチ手法開発【新規】



そもそも不登校児童生徒を減少させるために
⑨文科省・不登校・問題行動調査の改善、家族の状況、いじめの有無、教員ハ

ラスメントの有無等、日本財団調査等もふまえた調査改善【既存政策改善】

⑩学校評価、校長・教頭評価、教員評価基準の改善（不登校児童生徒を増加さ
せている学校・校長・教員の特定と改善支援）【既存政策改善】

⑪教育委員会マネジメントの改善（不登校特例校、オンライン授業保障等への
取り組みの見える化と取り組みの支援、教育長や教育委員会同士のピアサ
ポートネットワークの構築等）【新規】

⑫1条校のマネジメント・カリキュラムの柔軟化【新規】令和版教育特区
-文科省の教育課程特例校・授業時数特例校の取り組みのグレードアップ

-支援ニーズの高い児童生徒が多い学校への人的財的支援の抜本的拡大
-教育のICT化を通じた修得主義中心のアプローチ（出席要件の緩和）
-授業時数やカリキュラムにおいてイノベーティブな取り組みを促進するための大胆な規制緩和
-予算措置と調査検証改善のスキーム等



（参考）不登校潜在人口33万人（中学生)

学業・友人・学校の居心地の悪さなど・・・

日本財団「不登校傾向にある子どもの実態調査・2018/12/12メディア向け
説明会」資料,https://www.nippon-
foundation.or.jp/app/uploads/2019/01/new_inf_201811212_01.pdf



（参考）

一定数の児童生徒は個別最適な学びへのニーズ



（参考）発達障害や学習面等での困難がある児童生徒が一定数



公正な公教育システムにむけて(1)

―「場の選択肢」をどのように豊かにするか？
▶大きく3つの「場」
(1)オンラインという「場」
(2)1条校以外の「場」
(3)1条校という「場」

▶それぞれの「場」の課題
(1)オンラインという「場」

⇒履修認定基準、リアルでの学び、
協働的な学びの保障

(2)1条校以外の「場」
⇒公費助成の方式

(3)1条校という「場」
⇒リソースの拡大、柔軟な挑戦を可能に

基盤としてすべての学びの場で、「安全安心」「高信頼性組織」をマネジメント基準に
規定すること

2021年8月6日教育イノベーション小委員会



公正な公教育システムにむけて(2)

―助成原則とリソースの拡大、「公の支配」の実質化

公
の
支
配

強

弱

学校内の「場」の拡大
不登校特例校
令和版教育特区

公設民営型学校
オンライン学習
フリースクールへの公費助成
在宅学習者への公費助成

独立学校(Independent School)

リソース（ヒト・モノ・カネ）の拡大
スクールファンド等の資金調達手段の拡大
官民人材交流の促進
学校管理規則、学校法人会計基準等の
アップデートとガバナンスの強化
利益相反ルール等の整備

政治的宗教的中立性、人権侵害の禁止等
の法令遵守
学習指導要領の遵守
評価制度の整備
苦情申し立て・問題解決システムの整備
（消費者・学習者保護） など


